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１．経営戦略策定の趣旨 

 （１）目的 

下水道事業においては、人口減少や施設の老朽化に伴う更新費用の増大等により経営

環境が厳しさを増してきている状況にあり、下水道サービスの安定的な継続のためには

自らの経営等について的確な現状把握を行ったうえで、中長期的な視野に基づく計画的

な経営に取り組み、徹底した効率化・経営健全化を行うことが求められています。 

愛知県流域下水道事業の経営の更なる健全化のため、必要な現状分析及び将来予測を

行い、経営及び投資の合理化を図ることで、持続可能な下水道事業運営を行うことがで

きるよう、「愛知県流域下水道事業経営戦略」を策定することとしました。 

（２）経営戦略策定の対象範囲 

本計画は、県内の１１流域下水道（矢作川、境川、衣浦西部、衣浦東部、豊川、五条

川左岸、日光川上流、五条川右岸、新川東部、日光川下流、新川西部）を対象とします。

（３）経営戦略の位置付け 

本県では、「あいち下水道ビジョン２０２５」において、県の下水道の将来を展望

（長期構想）したうえで、今後１０年程度で取り組むべき施策（中期計画）を示し、同

ビジョンを、個々の下水道計画策定時の羅針盤として位置付けています。 

経営戦略は、具体的な取り組み事項に対して、経営面での妥当性を検証しながら策定

しています。 

あいち下水道ビジョン2025  
●あいちの下水道の望ましい姿 ＝ 羅針盤

流域下水道事業経営戦略

合理的な投資

経営の視点

適切なマネジメント

収支と負担のバランス

投資計画

財源計画経営改善策

投資の反映

【基本方針】 
・計画期間10年以上 
・現状把握と分析の実施 
・収支ギャップ解消の検討 

下水道事業の実施

役割Ⅰ 快適な水環境を創造する 

施策：戦略的な汚水処理施設整備 

役割Ⅱ 安心・安全なまちづくりを支える

施策：ハード・ソフトを組み合わせた地震・津波対策

施策：人・モノ・カネの持続可能なマネジメント 

役割Ⅲ 地域社会・地球温暖化対策へ貢献する 

施策：下水道資源の有効活用 

あいちの下水道の役割と施策

基本計画・事業計画
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（４）経営戦略の計画期間 

愛知県流域下水道事業における経営戦略の計画期間は次のとおりとします。 

２０２０年度から２０２９年度までの１０年間 
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２．事業概要 

（１）事業の現況 

① 地方公営企業法の適用状況 

２０１９年４月１日から一部（財務規定）を適用しました。 

② 施設の整備状況 

本県は流域下水道事業を１１流域で実施しており、１９７１年度に境川流域下水道に

事業着手したのを皮切りに順次事業着手し整備を進めてきました。２０１２年度には新

川西部流域下水道の供用開始をもって１１流域すべてを供用しました。 

愛知県下水道図 



4 

１１流域下水道の整備状況は、幹線管渠が３６３．５km（整備率９５．３％）、終末

処理場の処理能力が８９７．４千㎥/日（整備率４８．０％）です。また、流域下水道計

画区域における下水道普及率は６９．０％で、整備途上の段階です。 

流域下水道の基本計画及び整備状況（２０１９年４月１日現在） 

上段：基本計画 

下段：整備状況 

処理区 

処理区域
面 積
（ha） 

処理区域 
内 人 口 
（千人）

処理能力 

（千㎥/日） 

管渠延長 

（ｋｍ） 

事業 
着手 
年度 

供用 
開始 
年度 

普及率
（％）

矢作川
17,383 854.0 463.8 72.1 

1972 1992 79.5% 
13,879 800.4 263.8 72.1 

境 川
12,472 656.4 369.2 55.4 

1971 1989 81.2% 
8,735 559.1 186.2 55.4 

衣 浦

西 部

4,072 212.9 113.0 25.7 
1983 1991 87.0% 

3,512 208.5 84.6 25.7 

衣 浦

東 部

3,130 134.7 78.0 23.7 
1988 1996 71.0% 

2,180 100.8 31.1 23.7 

豊 川
6,626 243.9 161.3 35.7 

1972 1980 77.0% 
4,905 217.7 100.0 35.7 

五条川

左 岸

5,481 205.9 130.4 11.7 
1977 1987 74.3% 

3,521 173.8 91.2 11.7 

日光川

上 流

5,929 299.2 184.3 28.6 
1990 2000 57.9% 

3,034 193.7 68.6 24.4 

五条川

右 岸

5,316 247.4 131.4 28.3 
1993 2001 43.5% 

2,118 122.5 30.0 26.4 

新 川

東 部

1,723 98.7 56.8 16.7 
2000 2007 50.2% 

732 50.3 13.4 15.1 

日光川

下 流

6,040 283.6 146.2 66.9 
2002 2009 32.9% 

1,780 104.4 24.1 61.9 

新 川

西 部

1,396 64.7 36.0 16.6 
2005 2012 26.9% 

281 19.6 4.4 11.4 

合 計
69,566 3,301.5 1,870.4 381.3 

69.0％
44,676 2,550.8 897.4 363.5 

注：端数処理の関係で計が合わないことがある。 
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③ 広域化・共同化の実施状況 

下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽等の汚水処理施設の整備に関する総合的

な計画「全県域汚水適正処理構想」を１９９６年度に策定(２００３，２０１１，２０１

６年度に見直し)し、この計画に基づき整備を実施し、汚水処理事業の最適化に努めてい

ます。 

また、広域化・共同化については、２０１８年５月に「汚水処理事業に係る広域化・

共同化計画検討会議」を設立。「勉強会」、「意見交換会」などを開催し、広域化・共

同化計画策定に向け、検討を進めています。 

【近年の主な広域化・共同化に関わる事業】 

 ２００８年度 豊田市終末処理場の(矢作川)流域関連公共下水道への編入 

 ２００８年度 みよし市黒笹浄化センターの(境川)流域関連公共下水道への編入 

 ２００９年度 岡崎市八帖処理場の(矢作川)流域関連公共下水道への編入 

 ２０１１年度 みよし市三好ケ丘浄化センターの(境川)流域関連公共下水道への編入 

 ２０１５年度 農業集落排水(岡崎市)の(矢作川)流域関連公共下水道への編入 

 ２０１６年度 農業集落排水(豊田市)の(矢作川)流域関連公共下水道への編入 

 ２０１７年度 衣浦西部流域下水道を核とした共同汚泥処理事業に着手 

                （常滑市、東海市、知多市） 

④ 市町負担金の状況 

市町負担金の概要・考え方 

流域下水道の関係市町に求める負担金には、維持管理費負担金、資本費負担金及

び建設事業費負担金があります。 

ア 維持管理費負担金 

   管渠、ポンプ場、終末処理場の維持管理に必要な経費に係る負担金。 

処理区毎に一定期間(概ね３年間)に想定される維持管理費を予定流入水量で

除し、１㎥当たりの単価を定め、それに実際の流入量を乗じて得た額としてい

ます。 

単価は、市町との協議により定めており、一部合流区域を有する処理区にあ

っては、雨水用の単価を定めています。 

イ 資本費負担金 

建設時に発行した企業債の元利償還費（地方交付税措置分を除く）に充当する

負担金。 

 減価償却費と起債利子により算定しています。 
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ウ 建設事業費負担金 

建設改良費に係る負担金。 

建設改良費（人件費及び事務的経費を除く）から国庫補助金を控除した額の３

分の１としています。 

維持管理費負担金単価の推移 

単位：円／㎥（税込み） 

処理区 2015 年度 2016 年度 2017 年 2018 年度 2019 年度 備考 

矢作川
31.0 

（18.0） 

32.9 

（18.9） 

32.9 

（18.9） 

32.9 

（18.9） 

31.7 

（18.5） 

雨水単価は 

岡崎市のみ 

境 川
42.0 

（17.0） 

43.1 

（17.0） 

43.1 

（17.0） 

43.1 

（17.0） 

41.7 

（16.4） 

雨水単価は 

刈谷市のみ 

衣 浦

西 部
47.8 47.8 47.8 47.8 46.0  

衣 浦

東 部
88.1 73.5 70.5 70.5 68.3  

豊 川 40.0 40.0 39.1 39.1 37.6  

五条川

左 岸
43.2 43.2 43.0 43.0 39.9  

日光川

上 流
69.5 69.5 69.5 67.5 65.7  

五条川

右 岸
114.0 87.9 87.9 87.9 70.7  

新 川

東 部
101.8 101.8 91.9 91.9 90.7  

日光川

下 流
116.4 116.4 116.4 112.7 111.4  

新 川

西 部
129.0 133.8 133.8 133.8 125.5  

注：（   ）内は雨水単価 
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⑤ 組織の状況 

 流域下水道事業は、本庁組織として下水道課（３３名）、出先機関として９事務所

１出張所（６０名）の体制で運営しています（他に愛知水と緑の公社へ３名派遣）。

組織体制及び所管浄化センター 

本庁

出先機関 所管浄化センター

（管内の管渠のみ所管）

（管内の管渠のみ所管）

豊田加茂建設事務所

新城設楽建設事務所

東三河建設事務所

建設局下水道課

尾張流域下水道出張所

尾張建設事務所

一宮建設事務所

海部建設事務所

知多建設事務所

西三河建設事務所

知立建設事務所

五 条 川 左 岸 浄 化 セ ン タ ー 

新 川 東 部 浄 化 セ ン タ ー 

新 川 西 部 浄 化 セ ン タ ー 

日 光 川 上 流 浄 化 セ ン タ ー 

五 条 川 右 岸 浄 化 セ ン タ ー 

日 光 川 下 流 浄 化 セ ン タ ー 

衣 浦 西 部 浄 化 セ ン タ ー 

矢 作 川 浄 化 セ ン タ ー 

境 川 浄 化 セ ン タ ー 

衣 浦 東 部 浄 化 セ ン タ ー 

豊 川 浄 化 セ ン タ ー 
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（２）民間活用の状況 

 ① 指定管理者制度 

流域下水道施設の維持管理について、２００６年度から指定管理者制度を導入

しており、現在は愛知水と緑の公社を指定管理者に指定しています。 

   ② ＰＰＰ／ＰＦＩ 

【ＰＦＩ：Private Finance Initiative 民間資金・手法を活用した整備方式】 

 豊川浄化センターにおいて、汚泥処理費の低減、温室効果ガス排出量の削減を

目的として、下水汚泥のエネルギー利用を行うＰＦＩ事業を実施しています。本

事業は汚泥処理施設の改築・更新と消化ガス利活用施設の新設及び２０年間の運

営・維持管理を行う事業で、固定価格買取制度（ＦＩＴ)を利用した消化ガス発

電による売電収入により事業費の削減を行っています。２０１４年度に事業契約

を締結し、２０１６年度から管理・運営及び発電を開始しています。 

【ＤＢＯ：Design Build Operate 設計・建設・運営を包括的に委託する方式】 

 衣浦東部浄化センターにおいて、汚泥の長期的かつ安定した新たな有効利用、

下水処理コストの低減、温室効果ガスの削減を目的として、下水汚泥燃料化施設

を建設しました。燃料化施設で製造した炭化燃料は、隣接する火力発電所で石炭

と混焼利用しています。本事業はＤＢＯ方式により実施し、２００９年度に事業

契約を締結、２０１２年度から燃料製造を開始しています。 

【ＤＢ：Design Build 設計・建設を包括的に委託する方式】 

衣浦西部浄化センターにおいて、汚泥の安定的処理、施設の建設費及び維持管

理費の削減を目的として、常滑市、東海市及び知多市の公共下水道と衣浦西部流

域下水道で発生する汚泥を 1か所で共同処理するための汚泥焼却施設の設計・建

設を技術提案に基づくＤＢ方式により行うこととし、２０１８年度に契約を締

結、２０２２年度からの稼働を予定しています。 
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（３）資産活用の状況 

【エネルギー利用】 

・下水汚泥の活用 

 下水汚泥をメタン発酵させることにより発生する消化ガスを、２０１６年度から

豊川浄化センターにおいては発電に利用し、矢作川浄化センターにおいては焼却炉

の補助燃料として利用しています。 

また、衣浦東部浄化センターにおいて、２０１２年度より下水汚泥から炭化燃料

を製造し、隣接する火力発電所で石炭と混焼しています。 

【土地利用】 

豊川浄化センター、衣浦西部浄化センター及び日光川下流浄化センターにおい

て、太陽光発電の普及促進、土地の有効活用を図るため、２０１５年度に太陽光

発電事業者を募集・決定し、２０１６年度から２０年間の貸し付けを行っていま

す。 

 また、豊川浄化センターにおいて、２０１６年度から下水処理水の熱を利用す

る大規模植物工場に土地の貸し付けを行っています。

 豊川浄化センターの消化槽・発電機 矢作川浄化センターの消化槽

衣浦東部浄化センターの汚泥燃料化施設 
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（４）経営比較分析表を活用した現状分析（平成３０年度決算） 

① 経営の健全性・効率性について 

本県では、１９８０年１２月の豊川

流域下水道の供用開始に始まり、２０

１３年３月の新川西部流域下水道の供

用開始に至るまで、１１の流域下水道

を順次展開してきました。 

 水洗化率及び下水道普及率は年々増

加しており、それに伴う水量の増加に

より、施設利用率も増加傾向にありま

す。しかしながら、供用開始からの経

過年数が短いため接続率が低く有収水

量が少ない流域下水道があること、又

供用開始から年数が経過している一部

の流域下水道においては、施設の老朽

化を要因とする修繕を行う必要もあり、

これらのことから、水量が増加傾向で

あっても、汚水処理原価は類似団体平

均値より高い数値となっています。 

施設利用率(％) 【66.05】
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汚水処理原価(円/㎥)
【56.10】
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【292.02】

経営状況においては、収益的収支比率

が近年の減少傾向以上に大きく減少して

いますが、これは２０１９年度より、本

県の流域下水道事業が特別会計から企業

会計へ移行したことに伴う打ち切り決算

のため、２０１８年度の収益の一部が２

０１９年度の収益（特別利益）に計上さ

れたことによるものであり、一過性のも

のです。 

経営の健全性・効率性の総括として、本

県の下水道事業は有収水量が未だ少ないこ

とや修繕費が増加傾向にあることに加え、

伊勢湾等閉鎖性水域の水質改善のために高

度処理を実施している本県の特性も相まっ

て、終末処理場等施設の維持管理費が大き

くなっており、類似団体平均値と比較する

と、経営の健全性・効率性の度合いは低い

状況にあります。 

② 老朽化の状況について 

管路施設は、流域ごとに策定した管渠点検計画により定期的な点検を実施していま

す。 

 現時点では、平成１５年６月１９日国土交通省事務連絡による耐用年数の５０年に

達している管渠はありません。 

 ただし、一部の腐食しやすい環境にある管渠で劣化が確認されたため、ストックマ

ネジメント計画を策定し２０１６年度から計画的な改築工事を実施しています。 

 なお、今後１０年の間には、一部の管渠について耐用年数の５０年を経過するた

め、引き続き点検により劣化の確認を行い、必要であれば適切な修繕や改築工事を実

施していきます。

グラフ凡例  
■ 愛知県値(当該値) 
－ 類似団体平均値(平均値)

【】平成 30 年度全国平均 

収益的収支比率(％)
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③ 全体総括 

下水道事業は、地域のまちづくりの根幹的施設として、その他の政策と密接な関連

性を有しており、下水道の利用可能区域の整備は、長期的な展望の下、計画的に実施

されますが、事業の特性として、汚水量の増加に合わせて計画的に処理場等施設を増

設していくものの、初期の段階では、整備に一定のまとまった建設投資が必要となり

ます。一方で、事業収入は、下水道の利用可能区域が拡大して各家庭が下水道へ接続

することにより得られるため、汚水量の増加に伴う収入の安定までには長期を要しま

す。 

 各家庭へと繋がる下水道の整備は市町が行っていることから、関連市町との連携を

より一層図って下水道の普及促進に努め、事業収入を増加させるとともに、施設の長

寿命化によるライフサイクルコストの縮減を行うことにより、経営の健全性・効率性

の確保に取り組んでいきます。
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３．将来の事業環境 

 （１）将来人口の予測 

本県の人口は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計では、２０２０

年をピークに減少に転じ、２０４５年には約６９０万人と推測されています。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所（平成３０年３月推計） 

また、本県の第２期人口ビジョンでは、２０２５年まで人口の増加を見込んでい

ますが、その後減少に転じ、２０６０年には約７２０万人と推測しています。 

出典：第２期「愛知県人口ビジョン」（２０２０年３月） 
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  （２）下水道処理人口の予測 

あいち下水道ビジョン２０２５では、汚水処理施設の整備目標として、県全体の

下水道普及率を２０２５年度において約８５％、最終目標を約９３％としています。

     社人研、愛知県人口ビジョンの推計では人口減少が見込まれますが、本県の流域

下水道は整備途上であるため、汚水処理施設の整備に合わせて、下水道処理人口は

増加が見込まれます。

（３）有収水量の予測 

本県の流域下水道における有収水量は、下水道処理人口の増加に合わせて、増加

が見込まれます。 
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４．経営の基本方針 

本県では、下水道本来の役割である「快適な水環境を創造する」、「安心・安全な

まちづくりを支える」に加えて、下水道のもつあらゆる資源を活用して付加価値を生

み出す「地域社会・地球温暖化対策に貢献する」という３つをあいちの下水道の役割

と位置付けています。 

経営戦略では、下水道を次世代へつなぐために、“合理的な投資”,“適切なマネジ

メント”,“収支と負担のバランス”を軸として、経営の基本方針とします。

（１）選択と集中による投資の合理化 

財源、人材等が限りある中で、地域の状況、特性及びニーズに応じて、優先すべき

事業を選択し、予算及び人材を集中させて効率的かつ効果的な事業の実施を目指しま

す。 

（２）適切なマネジメントによる持続可能な事業経営 

施設の老朽化に対応しながら既存ストックを最大限活用した最適な施設・経営管理

及び事業管理を実行し、持続可能な事業経営を目指します。 

（３）収支と負担のバランスに配慮した健全経営の維持 

補助金や企業債などの資金、市町負担金を適切に確保し、収支均衡した健全経営を

目指します。 
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５．投資・財政計画（収支計画） 

（１）投資・財政計画（収支計画） 

収益的収支（税抜） 単位：千円
年　　　度

12,045,415 12,591,374 13,004,141 13,313,473 13,558,163
維 持 管 理 負 担 金 10,776,554 11,233,716 11,647,098 11,899,764 12,123,859
資 本 費 負 担 金 1,268,861 1,357,658 1,357,043 1,413,709 1,434,304

16,708,741 16,669,074 16,197,835 16,181,356 16,211,296
一 般 会 計 補 助 金 5,362,963 5,129,446 4,945,530 4,843,098 4,817,383
長 期 前 受 金 戻 入 11,281,784 11,475,634 11,188,311 11,274,264 11,329,919
そ の 他 63,994 63,994 63,994 63,994 63,994

28,754,156 29,260,448 29,201,976 29,494,829 29,769,459
28,864,355 27,584,011 27,481,654 27,873,030 28,211,786

職 員 給 与 費 401,267 351,235 351,235 351,235 351,235
経 費 13,016,093 11,529,047 11,794,490 12,052,318 12,259,647
減 価 償 却 費 15,446,995 15,703,729 15,335,929 15,469,477 15,600,904

1,958,548 1,806,468 1,699,464 1,608,849 1,527,061
支 払 利 息 1,951,047 1,798,967 1,691,963 1,601,348 1,519,560
そ の 他 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501

30,822,903 29,390,479 29,181,118 29,481,879 29,738,847
△ 2,068,747 △ 130,031 20,858 12,950 30,612

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

△ 2,068,747 △ 130,031 20,858 12,950 30,612
738,150 608,119 628,977 641,927 672,539

資本的収支（税込） 単位：千円

6,018,000 5,887,000 7,148,000 5,888,000 5,327,000
うち資本費平準化債 2,429,000 2,128,000 1,989,000 1,771,000 1,596,000

1,665,693 1,800,333 1,811,891 2,000,079 2,096,691
7,330,995 8,095,883 8,966,571 8,870,691 8,053,191
2,018,852 2,185,047 1,813,157 1,732,047 1,576,147

2 2 2 2 2
17,033,542 17,968,265 19,739,621 18,490,819 17,053,031
12,985,728 14,062,321 15,007,170 14,667,960 13,382,760

うち職員給与費 547,985 547,985 547,985 547,985 547,985
8,259,904 8,156,428 8,902,509 8,040,292 7,963,676

0 0 0 0 0
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

21,253,132 22,226,249 23,917,179 22,715,752 21,353,936

4,219,590 4,257,984 4,177,558 4,224,933 4,300,905
4,165,211 4,228,095 4,147,618 4,195,213 4,270,985
54,379 29,889 29,940 29,720 29,920

0 0 0 0 0
4,219,590 4,257,984 4,177,558 4,224,933 4,300,905

0 0 0 0 0
123,052 123,052 123,052 123,052 123,052

118,659,733 116,390,305 114,635,796 112,483,504 109,846,828
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

そ の 他
計

補 塡 財 源 不 足 額

支 出 計
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的
支 出 額 に 不 足 す る 額
補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金
他会計長期借入返還金
そ の 他

建 設 事 業 費 負 担 金 等
そ の 他
収 入 計

資

本

的

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金
国 補 助 金

年　　　度
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

特 別 損 益
当年度純利益（又は純損失）
繰越利益剰余金又は累積欠損金

経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

営 業 外 費 用

支 出 計

収

益

的

収

入

営 業 収 益

営 業 外 収 益

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
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収益的収支（税抜） 単位：千円
年　　　度

13,762,039 14,029,062 14,172,555 14,389,106 14,644,106
維 持 管 理 負 担 金 12,275,063 12,537,023 12,707,651 12,944,169 13,236,958
資 本 費 負 担 金 1,486,976 1,492,039 1,464,904 1,444,937 1,407,148

16,343,734 16,556,899 16,709,483 16,939,613 17,082,024
一 般 会 計 補 助 金 4,755,989 4,755,578 4,757,967 4,774,291 4,801,034
長 期 前 受 金 戻 入 11,523,751 11,737,327 11,887,522 12,101,328 12,216,996
そ の 他 63,994 63,994 63,994 63,994 63,994

30,105,773 30,585,961 30,882,038 31,328,719 31,726,130
28,649,619 29,201,848 29,571,731 30,025,764 30,548,298

職 員 給 与 費 351,235 351,235 351,235 351,235 351,235
経 費 12,431,030 12,694,705 12,872,896 13,053,411 13,411,483
減 価 償 却 費 15,867,354 16,155,908 16,347,600 16,621,118 16,785,580

1,447,999 1,375,155 1,303,138 1,234,689 1,167,936
支 払 利 息 1,440,498 1,367,654 1,295,637 1,227,188 1,160,435
そ の 他 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501

30,097,618 30,577,003 30,874,869 31,260,453 31,716,234
8,155 8,958 7,169 68,266 9,896
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

8,155 8,958 7,169 68,266 9,896
680,694 689,652 696,821 765,087 774,983

資本的収支（税込） 単位：千円

資本的収支（税込）
4,975,000 4,606,000 4,237,000 4,827,000 4,910,000

うち資本費平準化債 1,234,000 1,177,000 754,000 767,000 789,000
2,176,969 2,240,150 2,293,712 2,135,136 2,156,400
7,929,243 7,851,284 8,507,416 8,426,841 8,810,676
1,677,951 1,851,882 1,963,882 1,740,647 1,770,292

2 2 2 2 2
16,759,165 16,549,318 17,002,012 17,129,626 17,647,370
13,370,610 13,154,610 13,976,310 14,249,910 14,722,680

うち職員給与費 561,543 561,543 561,543 561,543 561,543
7,754,572 7,835,731 7,507,790 7,421,926 7,513,984

0 0 123,052 0 0
7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

21,132,682 20,997,841 21,614,652 21,679,336 22,244,164

4,373,517 4,448,523 4,612,640 4,549,710 4,596,794
4,343,603 4,418,581 4,460,078 4,519,790 4,568,584
29,914 29,942 152,562 29,920 28,210

0 0 0 0 0
4,373,517 4,448,523 4,612,640 4,549,710 4,596,794

0 0 0 0 0
123,052 123,052 0 0 0

107,067,256 103,837,525 100,566,735 97,971,809 95,367,825
他 会 計 借 入 金 残 高
企 業 債 残 高

そ の 他
計

補 塡 財 源 不 足 額

計
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的
支 出 額 に 不 足 す る 額
補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金
利 益 剰 余 金 処 分 額

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金
他会計長期借入返還金
そ の 他

建 設 事 業 費 負 担 金
そ の 他

計

資

本

的

収

入

企 業 債

他 会 計 出 資 金
国 補 助 金

2029年度
年　　　度

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

特 別 損 益
当年度純利益（又は純損失）
繰越利益剰余金又は累積欠損金

経 常 損 益
特 別 利 益
特 別 損 失

収 入 計

収

益

的

支

出

営 業 費 用

営 業 外 費 用

支 出 計

2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

収

益

的

収

入

営 業 収 益

営 業 外 収 益

2025年度
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（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 

① 長期投資試算の結果及び長期目標についての説明 

本県流域下道事業の現有資産を標準耐用年数で更新する場合、今後１００年間で約２

兆円（約２００億円／年）の費用が必要となります。一方、負担金収入は人口減少に伴

う有収水量の減少により、長期的には減少することが予想されます。 

このような状況の中、事業を継続していくためには、計画的に修繕を行うことにより

施設の長寿命化を進め、更新費用の抑制と平準化を図る必要があります。 

そこで、ストックマネジメント計画の考え方に沿って、標準耐用年数の１．５倍を目

標耐用年数として長期的な改築・更新需要を試算しました。この結果、年平均費用を約

２００億円から約１３０億円に削減することができます。

平準化 平準化

目標耐用年数により改築・更新
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② 収支計画のうち投資についての説明 

経営戦略では、“新・増設”、“改築・更新”、“地震対策”のバランスを考え投

資計画を策定しています。 

 ア 新・増設 

  汚水処理区域の拡大や、下水道処理人口の増加に伴う処理水量の増加に合わせて、

必要な幹線管渠及び処理施設の整備を行います。 

  イ 改築・更新 

ストックマネジメント計画に基づき、目標耐用年数を超えて老朽化が進んでいる

施設の改築・更新を行います。 

  ウ 地震対策 

地震直後に確保すべき幹線管渠及び処理施設の処理機能・能力を明確にし、計画

的に耐震化を行います。 
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主な投資計画 

処理区 区分 主な内容 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

矢作川 

新･増設

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

汚泥減量化施設 

改築･更新

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

汚泥減量化施設 

地震対策

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

投資額（百万円） 2,496 2,800 5,239 6,127 3,503 22,237 

境川 

新･増設

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

地震対策
管 渠 

水 処 理 施 設 

投資額（百万円） 1,264 1,862 1,495 2,205 2,844 6,786 

衣浦西部

新･増設 汚泥減量化施設 

改築･更新

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

地震対策
管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

投資額（百万円） 2,341 2,832 1,175 1,130 289 6,680 

衣浦東部

新･増設

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

汚泥減量化施設 

地震対策 水 処 理 施 設 

投資額（百万円） 1,034 550 918 394 352 2,691 

豊川 

新･増設
管 渠 

水 処 理 施 設 

改築･更新

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

汚泥減量化施設 

地震対策
管 渠 

水 処 理 施 設 

投資額（百万円） 1,060 796 792 521 1,520 4,372 
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注：投資額には人件費及び事務的経費は含まない 

処理区 区分 主な内容 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

五条川 

左 岸 

新･増設 水 処 理 施 設 

改築･更新

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

汚泥減量化施設 

地震対策
水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

投資額（百万円） 474 979 956 709 679 1,782 

日光川 

上 流 

新･増設
水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

地震対策 汚泥処理施設 

投資額（百万円） 880 180 815 245 432 9,225

五条川 

右 岸 

新･増設

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

地震対策 水 処 理 施 設 

投資額（百万円） 804 1,299 1,233 1,458 1,897 2,129

新川東部

新･増設

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新 水 処 理 施 設 

地震対策 - 

投資額（百万円） 123 623 389 229 500 451 

日光川 

下 流 

新･増設

管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新
管渠・ポンプ場 

水 処 理 施 設 

地震対策 管渠・ポンプ場 

投資額（百万円） 1,275 1,085 979 604 613 9,673 

新川西部

新･増設

管 渠 

水 処 理 施 設 

汚泥処理施設 

改築･更新 水 処 理 施 設 

地震対策 - 

投資額（百万円） 593 456 413 446 152 443 

投資額計（億円） 123.4 134.6 144.1 140.7 127.8 664.7 
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② 収支計画のうち財源についての説明 

  ア 収益的収入 

・ 維持管理費負担金は、３（３）で予測した有収水量（以下「予測水量」とい

う。）に単価を乗じた額を見込んでいます。 

なお、単価は予測水量を基に算出した維持管理費用から、一般会計補助金を

控除した額を予測水量で除して算出しています。 

・ 一般会計補助金は、総務省が示している繰出基準により算出した額を見込ん

でいます。 

  イ 資本的収入 

・ 国庫補助金は、現行制度の補助率により算出した額を見込んでいます。 

・ 建設事業費負担金は、建設改良費（人件費及び事務的経費を除く）から国庫 

補助金を控除した額の３分の１を乗じた額を見込んでいます。 

・ 企業債は、建設改良費から国庫補助金及び建設事業費負担金を控除した額並 

びに資本費平準化債の発行額を見込んでいます。 

 （３）今後予定の取組の概要 

   ① 広域化・共同化・最適化に関する事項 

広域化・共同化計画策定に向け、今後、汚水処理施設の統廃合、汚泥処理の共

同化や維持管理・事務の共同化など、連携実現に向けた具体的な検討を行い、２

０２２年度までに広域化・共同化計画を策定し、これに基づき、鋭意コスト縮減

や効率化に取り組んでいく予定です。 

   ② 投資の平準化に関する事項 

２０３０年には豊川流域下水道が供用後５０年を迎え、他の処理区において

も順次管渠をはじめとした土木・建築物が標準耐用年数を迎えます。 

     今後、改築・更新時期の目安となる目標耐用年数について、施設の状況に応

じて標準耐用年数の２倍とし、改築・更新時期をさらに延伸することを検討し

ます。 

また、施設整備を行う際には、ＰＰＰ／ＰＦＩなど民間活用の検討、将来の人

口減少を踏まえた施設規模の適正化を図ることにより、投資額の削減に努めま

す。 
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６．経営戦略の事後検証、改訂等に関する事項 

流域下水道事業経営戦略の進捗管理は、計画（Ｐｌａｎ）、実施（Ｄｏ）、検証・評

価（Ｃｈｅｃｋ）、改善・見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を一連の流れで行うＰＤＣＡサイクル

を活用します。 

① 経営戦略の進捗管理 

 毎年、決算確定後に投資・財政計画と実績の比較を行い、計画と乖離が無いか検証を行

います。 

② 経営戦略の見直し 

下水道事業を取り巻く情勢の変化や新たな課題に対応するため、概ね５年毎に見直しを

行います。 

なお、計画と大きく乖離が生じたり、方針や施策の大幅な変更により経営戦略の修正が

必要な場合は、随時見直しを行います。 
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７．用語集 

 あ行 

 汚水処理原価 

有収水量 1m³あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費と汚水維持管理費の

両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標。 

か行 

合併処理浄化槽 

所管省庁は環境省。合併処理浄化槽は便所や台所等と連結して，し尿と生活雑排水

（台所や洗濯、風呂などの排水）を処理し，下水道法に規定する終末処理場を有する

下水道以外に放流するための設備または施設。 

 幹線管渠  

下水の取入れを図る枝線を集め、終末処理場への導流を図るための管渠。 

企業債残高対事業規模比率 

料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。  

経営比較分析表 

公営企業の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその分析。 

下水道普及率 

下水道の整備状況を示す指標として用いられ，対象とする区域内の総人口に対して

下水道を利用できる人口の比率。 

高度処理 

通常行われる二次処理では十分除去できない物質（窒素やリン等)の除去率向上を目

的とする処理。 

合流式下水道 

雨水・汚水を分離することなく同一の管渠で排除する方式の下水道。 

さ行 

 施設利用率 

施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合であ

り、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。  

指定管理者制度 

公の施設の管理に民間能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに経費の

節減等を図ることを目的とした制度。 

収益的収支比率 

料金収入や一般会計からの繰入金等の総収益で、総費用に地方債償還金を加えた費

用をどの程度賄えているかを表す指標。  

終末処理場  

下水を最終的に処理して公共用水域または海域に放流するために設けられる施設。 
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消化ガス 

酸素が少ない嫌気の環境下で、汚泥が発酵することにより発生するメタンと二酸化炭素

を主成分とするガス。 

水洗化率 

現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置し、下水道に接続して汚水処理して

いる人口の割合を表した指標。  

ストックマネジメント計画 

持続可能な下水道事業の実現を目的に、既存の膨大な施設（ストック）の状況を客観的

に把握、評価し、長期的な施設の状態を予測しながら、施設を計画的かつ効率的に管理

（マネジメント）していくための計画。 

 な行 

農業集落排水施設 

所管省庁は農林水産省。農業集落のし尿、生活雑排水などの汚水等を処理する施設。 

は行 

ポンプ場 

下水は処理場や吐口まで自然流下で流れるのが原則であるが，管渠が深い場合や放流先 

の水位が高く自然排水できない場合に，ポンプで水位を上げるために設ける施設。 

や行 

有収水量 

料金徴収の対象となる汚水量。 

ら行 

流域下水道 

２以上の市町村からの下水を処理するための下水道で，終末処理場と幹線管渠からなる。 


